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令和７年度私立専修学校運営費補助金（エネルギー価格高騰対策割：後期分）に係る所要額 

調書等の提出について（通知） 

 このことについて、令和７年度の標記事業に係る補助金の交付を希望する場合には、下記により関係

書類を作成し、提出願います。 

記 

１ 所要額調書等の提出 以下の(１)～(３)の書類を提出してください。 

(１) エネルギー価格高騰対策割所要額調書（別紙５） 

(２) 所要額調書に記入した光熱費支出の根拠資料（料金明細票、通帳の写し等） 

(３) 所要額調書に記入した「他の補助制度等」に係る根拠資料（制度概要資料、当該制度による補

助金等の受領日及び受領額が分かる資料） ※該当がある場合のみ 

 

２ 提出期限 

 令和８年４月 24日(金)正午【必着】 ※メール及び郵送により提出 

 

３ 留意事項 

(１) 補助対象は、上記期限までに所要額調書等の提出があったものに限ります。なお、上記期限ま

でに直近の所要額（令和８年３月分等）が判明しない費目がある場合は、当該判明しない額につい

て、補助対象経費の算定に含めないこととしますので、御了承願います。 

(２) 所要額調書は、令和６年度の補助事業において報告された内容を転記した様式を、別途、学校

毎にメール送付します（※令和６年度の補助事業の活用がなく、令和７年度の補助事業の活用を希

望する場合には担当あて御連絡願います。）。 

(３) 比較対象である令和３年度に支出実績がない光熱費の費目は、補助対象経費の算定に含めませ

ん（Ｑ＆Ａ参照）。 

(４) 光熱費支出の根拠資料は、費目毎に、令和７年 10月から令和８年３月までの分を添付してくだ

さい（令和３年度分の根拠資料の提出は不要）。 

(５) 「他の補助制度等」に係る根拠資料は、所要額調書に添付した根拠資料を含め、一式を提出し

てください。 

(６) 根拠資料は、光熱費の費目毎に整理し、関係箇所（所要額調書に記載した数値の根拠とした数

値等）を丸印で囲んで目立たせる等して提出してください。 

 

担当：私学振興担当 志和池 

TEL：019-629-5042 ／ FAX：019-629-5049 

Mail：AH0007@pref.iwate.jp 


